
 
 

 
 
 
 
 
 

2011 年 3 月 2 日 

 

プロ向け債券市場「TOKYO PRO-BOND Market」規則案を発表 

～ 規則案についてのパブリックコメントを実施 ～ 
 
株式会社TOKYO AIM 取引所（本社:東京都中央区、代表取締役社長:村木徹太郎）は本日、プロ向け

債券市場 TOKYO PRO-BOND Market の規程・規則案及びQ&Aを発表しました。これにつき、以下の

通り、再度パブリックコメントの募集を行います。 
 
当取引所では、TOKYO PRO-BOND Market の創設に向け、2010年11月10日に制度概要を発表し、

パブリックコメントの募集を行いました。本日発表した規程・規則案及びQ&Aは、その際に寄せられた市

場関係者からのご意見・ご質問等を踏まえたものです。 
 
1. パブリックコメントの対象 
別添のTOKYO PRO-BOND Market 規程・規則案及びQ&A 
 
2. 募集期間 
2011 年 3 月 2 日から 2011 年 3 月 23 日までパブリックコメントを募集します。 
 
 
3. 今後の予定 
今回のパブリックコメントの結果を踏まえ規程・規則案を改訂した上で、金融庁に認可申請を行います。

認可を受け次第、規程・規則及び改訂したQ&Aを公表します。 
 
 

＃＃＃ 
 
【本件に関するお問合せ先】 
クレアブ･ギャビン･アンダーソン 03-5404-0640 （大倉、高川） 
 
 
 
株式会社TOKYO AIM取引所について 

株式会社TOKYO AIM取引所は株式会社東京証券取引所グループ（51%）とロンドン証券取引所（49%）の
共同出資によって2009年に創設された。株式会社TOKYO AIM取引所が運営するプロ向け株式市場
「TOKYO AIM」は、2008年の金融商品取引法改正により導入された「プロ向け市場制度」に基づき、ロンドン
証券取引所が運営するロンドンAIMの制度をモデルとした新たな制度的枠組みを採用、日本およびアジアの
企業に新たな資金調達の場を提供している。プロ向け債券市場「TOKYO PRO-BOND Market」は、株式会
社TOKYO AIM取引所傘下の株式市場「TOKYO AIM」と並列して創設される。 
株式会社TOKYO AIM取引所ウェブサイトhttp://www.tokyo-aim.com  
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ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程 
ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程

施行規則 

第１章 総則 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、業務規程第４条第４項の規定に基

づき、当取引所の市場に上場する債券等の上場、上場

廃止その他の必要な事項を定める。 

２ 当取引所は、プリンシプルベースの考え方に基づ

き、この規程を運用する。すなわち、当取引所は、こ

の規程の運用に当たっては、各条項の趣旨及び当該各

条項に関連する原則的な事項を定めた条項の趣旨に

沿って、当取引所の市場の透明性、公正性を確保する

観点を踏まえ、適切な判断を行うものとする。 
 

（目的） 

第１条 この規則は、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ 

Ｍａｒｋｅｔ上場規程（以下「規程」という。）に基

づき、当取引所が定める事項について規定する。 
 

（資料等に使用する言語） 

第２条 上場債券等の発行者、新規上場申請者及びプロ

グラム情報を提出する者（以下「プログラム上場に係

る発行者」という。）が、開示する資料を作成する場

合は、英語若しくは日本語のいずれか又は双方の言語

を選択しなければならない。 

 

 

（本国等の法制度等の勘案） 

第３条 当取引所は、上場債券等の発行者、新規上場申

請者及びプログラム上場に係る発行者に対する当取

引所の規則の適用にあたっては、当該上場債券等の発

行者、新規上場申請者及びプログラム上場に係る発行

者の本国等における法制度、実務慣行等を勘案するも

のとする。 

 

 

第２章 新規上場 

 

 

（新規上場申請等） 

第４条 新規上場申請者は、当取引所に対して、施行規

則で定める「有価証券新規上場申請書」を提出しなけ

ればならない。ただし、上場債券等の発行者が当事者

となって行う合併、会社分割、株式交換、株式移転等

（有価証券新規上場申請書の様式） 

第２条 規程第４条に規定する「有価証券新規上場申請

書」は、別記第１号様式によるものとする。 
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ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程 
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によって新しく設立される会社又は存続会社となる

会社の債券等について、その成立日又は効力発生日に

おける上場を希望する場合は、当該成立日又は効力発

生日前において、当該上場債券等の発行者が申請を行

うものとする。 

 

（プログラム上場） 

第５条 債券等の上場申請を行おうとする者は、当該債

券等が第９条各号に掲げる要件（この場合において、

第９条第１号中「当該債券等若しくは当該債券等に係

るプログラム情報」とあるのは「当該債券等に係るプ

ログラム情報」と読み替え、第９条第２号中「主幹事

証券会社」とあるのは「元引受契約を締結する予定の

金融商品取引業者のうち主たるものとしてプログラ

ム情報にその名称を記載された者」と読み替える。）

を満たしている場合には、当取引所に対して、施行規

則で定めるプログラム情報を提出することができる。

プログラム情報の内容及び様式は、施行規則で定める

ところによる。この場合において、プログラム上場に

係る発行者は、施行規則で定める「プログラム上場に

係る確約書」を当取引所に対して提出するものとす

る。 

２ プログラム上場に係る債券等が特定有価証券であ

る場合には、当該債券等の新規上場申請を行おうとす

る者並びに運用会社及び受託者（当取引所が当該債券

等の性質に鑑み必要と認める者に限る。）は、連名で

前項に規定するプログラム上場に係る確約書を提出

しなければならない。 

３ プログラム上場を行おうとする複数の者は、当取引

所に対して、第１項に定めるプログラム情報を共同し

て提出することができる。なおこの場合においても、

第１項に規定するプログラム上場に係る確約書につ

いてはそれぞれの者が各々当取引所に対して提出し

なければならない。 

４ 当取引所及びプログラム上場に係る発行者は、第１

項に規定するプログラム情報及びプログラム上場に

（プログラム上場） 

第３条 規程第５条第１項に規定するプログラム情報

の内容は、別記第２号様式に掲げる事項に関する情報

とする。債券等の上場申請を行おうとする者は、プロ

グラム情報を作成するに当たっては、別記第２号様式

その他当取引所が適当と認める様式を用いなければ

ならない。 

２ 規程第５条第１項に規定する「プログラム上場に係

る確約書」は、別記第３号様式によるものとする。 

３ 規程第５条第４項及び第５項に規定する方法は、次

の各号に掲げる掲載を全て継続して行う方法とする。 

（１）当取引所のウェブサイトへの掲載 

（２）プログラム上場に係る発行者の情報を掲載する

ウェブサイトへの掲載 
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ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程 
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施行規則 

係る確約書を、施行規則で定める方法により公表しな

ければならない。 

５ 前項に従って公表されたプログラム情報に記載さ

れる内容について、変更又は訂正すべき事項が生じた

場合には、プログラム上場に係る発行者は直ちに当該

変更又は訂正の内容を、施行規則で定める方法により

公表しなければならない。 
 

（新規上場申請時の提出書類等） 

第６条 新規上場申請者は、当取引所に対して、上場申

請時に、次の各号に掲げる書類等を提出しなければな

らない。 

（１）特定証券情報（法第３条各号に規定する有価証

券の募集を行う場合を除く。） 

（２）新規上場申請に係る債券等の発行要項（法第３

条各号に規定する有価証券の募集を行う場合に限

る。） 

（３）施行規則で定める「新規上場申請に係る宣誓書」

（新規上場申請に係る債券等に関してプログラム

上場に係る確約書を提出していない場合に限る。） 

（４）その他当取引所が必要と認める書類等 

２ 特定証券情報の内容及び様式は、施行規則で定める

ところによる。 

３ 特定証券情報に掲げられる財務書類には、施行規則

で定める監査報告書等を添付しなければならない。た

だし、新規上場申請者が、特定有価証券の発行者であ

り、その設立後最初の連結会計年度又は事業年度内に

特定証券情報を提出する場合であって、当取引所が適

当と認めるときは、監査報告書等の添付を要しない。 

４ 特定証券情報に掲げられる財務書類は、日本会計基

準、米国会計基準、国際会計基準その他施行規則で定

める会計基準のうちいずれかに基づいて作成しなけ

ればならない。 
 

（新規上場申請に係る提出書類等） 

第４条 規程第６条第１項第３号に規定する「新規上場

申請に係る宣誓書」は、別記第４号様式によるものと

する。 

２ 規程第６条第２項に規定する特定証券情報の内容

は、証券情報等内閣府令第２条第２項第１号イからニ

までに掲げる事項（新規上場申請者が既に１年間継続

して企業内容等の開示に関する内閣府令第９条の３

第２項に規定する有価証券報告書（当該有価証券が外

国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第

１条第１号に規定する外国債等である場合には、同令

第６条の２第２項に規定する有価証券報告書）を提出

している場合は、その旨並びに同項第１号イ及びロに

掲げる事項）に関する情報（債券等が特定有価証券に

該当する場合には、同項第２号イからニまでに掲げる

事項に関する情報）とする。新規上場申請者は、特定

証券情報を作成するにあたっては、別記第５号様式そ

の他当取引所が適当と認める様式を用いなければな

らない。 

３ 規程第６条第３項に規定する監査報告書等は、「無

限定適正意見」又はこれに準ずる意見が記載されたも

のであり、かつ、次の各号に掲げる基準を満たすもの

とする。 

（１）日本において一般に公正妥当と認められる監査

の基準又はこれと同等の基準に準拠して実施され

た監査の結果が記載されたものであること。 

（２）法第１９３条の２に規定する監査証明に相当す

る証明、又はこれと同等のものが記載されたもので
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あること。 

（３）監査法人によって作成されたものであること。 

（４）最近連結会計年度又は事業年度に係るものであ

ること。 

４ 規程第６条第４項に規定する施行規則で定める会

計基準とは、日本会計基準、米国会計基準又は国際会

計基準の３基準のいずれかと同等であることを、当取

引所が認めた基準とするものとする。この場合におい

て、当該３基準のいずれかとの差異を監査法人の監査

を受けた上で開示（いわゆる調整開示）しなければな

らない。 
 

（新規上場申請時の公表） 

第７条 当取引所及び新規上場申請者は、前条第１項に

定める提出書類を、施行規則で定める方法により上場

申請日に公表しなければならない。 

２ 前項に従って公表された特定証券情報に記載され

る内容について、公表後１年以内に変更又は訂正すべ

き事項が生じた場合には、新規上場申請者は直ちに当

該変更又は訂正の内容を、施行規則で定める方法によ

り公表しなければならない。 
 

（新規上場申請時の公表の方法） 

第５条 規程第７条第１項及び第２項に規定する方法

並びに証券情報等内閣府令第３条第１号、第５条第２

項第１号及び第８条第２項第１号に規定する特定取

引所規則において定める公表の方法は、次の各号に掲

げる掲載を全て継続して行う方法とする。 

（１）当取引所のウェブサイトへの掲載 

（２）新規上場申請者の情報を掲載するウェブサイト

への掲載 
 

（その他の提出書類等） 

第８条 当取引所は、新規上場申請者に対し、当取引所

が適当と認める報告又は資料の提出を求めることが

できるものとする。 
 

 

（上場適格性要件） 

第９条 新規上場申請に係る債券等は、次の各号に掲げ

る上場適格性要件を満たしていなければならない。 

（１）当該債券等若しくは当該債券等に係るプログラ

ム情報が、格付業者（法第２条第３６項に規定する

信用格付業者及び外国法に準拠して設立された格

付会社であって信用格付業者に対する規制・監督の

枠組みと同等と認められる規制・監督の枠組みに服

するものをいう。）による格付けを取得しているこ

と又は当該債券等が施行規則に定める要件を満た

（上場適格性要件） 

第６条 規程第９条第１号に規定する施行規則に定め

る要件とは、当該債券等が規程第２６条第１号⑦、⑧

又は⑬に掲げる有価証券であること又は国、国内外の

地方公共団体若しくは当取引所が適当と認める金融

機関による保証を受けていることをいう。 

２ 規程第９条第２号に規定する「主幹事証券会社リス

ト」への登録は、当該リストへの登録を希望する者か

らの申請を受け、当取引所がこれまでの債券等の引受

実績等を勘案して登録を認めることによって行う。 
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すこと。 

（２）当該債券等を引き受ける主幹事証券会社（金融

商品取引業等に関する内閣府令第１４７条第３号

に定める主幹事会社に相当する業務を行う者をい

う。）若しくは当該債券等の発行者が当取引所の作

成する「主幹事証券会社リスト」に登録されている

こと又は当該債券等が施行規則に定める要件を満

たすこと。 
 

３ 当取引所は、公益又は投資者保護のため当取引所が

適当と認める場合には、「主幹事証券会社リスト」に

登録された者の登録を取り消すことができる。 

４ 規程第９条第２号に規定する施行規則に定める要

件とは、当取引所が適当と認める金融機関が当該債券

等の総額を購入していることをいう。 
 

（上場承認） 

第１０条 当取引所は、新規上場申請に係る債券等につ

いて前条各号に掲げる上場適格性要件を満たすこと

が確認された場合には、申請に係る債券等の上場を承

認するものとする。 
 

 

（上場承認の公表） 

第１１条 当取引所は、新規上場申請について承認した

場合は、その旨を公表するものとする。 
 

 

（上場契約） 

第１２条 新規上場申請に係る債券等を当取引所が上

場する場合は、当該新規上場申請に係る新規上場申請

者は、当取引所に対して、施行規則で定める「上場契

約書」を提出するものとする。ただし、第５条に規定

する新規上場申請に係るプログラム上場に係る確約

書を提出している場合はこの限りでない。 

２ 新規上場申請に係る債券等が特定有価証券である

場合には、当該債券等の新規上場申請者並びに運用会

社及び受託者（当取引所が当該債券等の性質に鑑み必

要と認める者に限る。）は、前項に準じて、連名で「上

場契約書」を提出しなければならない。 

３ この規程の適用において、前項の運用会社及び受託

者は、上場債券等の発行者、新規上場申請者及びプロ

グラム上場に係る発行者と同様に取り扱うものとす

る。ただし、当取引所が適当と認める場合は、この限

りでない。 

４ 上場債券等の発行者、新規上場申請者、プログラム

（上場契約書） 

第７条 規程第１２条第１項に規定する「上場契約書」

は、別記第６号様式によるものとする。 
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上場に係る発行者、運用会社及び受託者は、この規程

その他の規則に定める義務を履行するに際し、相互に

必要な連絡及び協力を行わなければならない。 

５ 当取引所は、新規上場申請に係る債券等の上場日

に、その銘柄を上場有価証券原簿に記載する。 
 

第３章 上場後の義務 

 

 

第１節 発行者の情報の開示義務 

 

 

（ディスクロージャー） 

第１３条 上場債券等の発行者及びプログラム上場に

係る発行者（以下「上場債券等の発行者等」という。）

は、投資者への適時、適切な上場債券等の発行者等の

情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすもの

であることを十分に認識し、常に投資者の視点に立っ

た迅速、正確かつ公平な上場債券等の発行者等の情報

の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなけれ

ばならない。 

２ 上場債券等の発行者等は、上場債券等の発行者等の

情報の開示を行う場合は、当取引所及び当該上場債券

等の発行者等の情報を掲載するウェブサイトに掲載

する方法により行うものとする。 

 

 

（重要な発行者等の情報の開示） 

第１４条 上場債券等の発行者等は、投資者の投資判断

に重大な影響を及ぼし得る事項について、施行規則で

定めるところにより、直ちにその内容を開示しなけれ

ばならない。ただし、国内若しくは海外の金融商品取

引所に上場している株券等（ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ上場

規程第４３条第１号に規定する株券等をいう。以下同

じ。）の発行者若しくは当該発行者の完全子会社又は

第２６条第１号⑦から⑬までに掲げる有価証券の発

行者についてはこの限りでない。 

 

（重要な発行者の情報の開示） 

第８条 規程第１４条に基づき開示すべき事項は、日本

の証券市場における適切な適時開示基準として別表

１に掲げる基準により開示すべき事項を含むものと

する。 

２ 規程第１４条の規定に基づき開示すべき内容は、以

下の各号に掲げる内容であって、投資者の投資判断に

重大な影響を及ぼし得るものとする。 

（１）上場債券等の発行者等が開示すべき事項を決定

した理由又は開示すべき事項が発生した経緯 

（２）開示すべき事項の概要 

（３）開示すべき事項の今後の見通し 
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（４）その他投資判断上重要と認められる事項 
 

（上場債券等の償還等の開示） 

第１５条 上場債券等の発行者等は、上場債券等の償還

その他の施行規則で定める場合に該当することとな

ったときは、施行規則で定めるところにより、その内

容を直ちに開示しなければならない。 

 

（その他取引所が開示を求める事項等） 

第９条 規程第１５条に規定する施行規則で定める場

合は、上場債券等の発行者等について次の各号に掲げ

る事由の決定又は発生があった場合とする。 

（１）上場債券等の償還 

（２）プログラム情報の提出時又は上場申請時に公表

した書類に記載した内容の重要な変更 

（３）プログラム情報又は上場債券等に係る格付けの

変更 

２ 上場債券等の発行者等は、前項に従って開示が要求

される事項について、前条第２項に定める内容を当取

引所及び当該上場債券等の発行者等の情報を掲載す

るウェブサイトに掲載する方法により開示しなけれ

ばならない。 
 

（発行者情報の開示） 

第１６条 上場債券等の発行者（有価証券報告書の提出

義務のある発行者及び当該上場債券等が法第３条各

号に規定する有価証券であって当該上場債券等に係

る募集を行う場合における当該上場債券等の発行者

を除く。）は、事業年度（当該発行者が発行者である

有価証券が特定有価証券である場合にあっては当該

有価証券に係る特定期間とし、当該発行者が会社以外

の者である場合にあっては事業年度又はこれに準ず

る期間とする。）の終了後３か月以内に、発行者情報

を作成し、公表しなければならない。発行者情報の内

容、様式及び公表の方法は、施行規則で定めるところ

による。 

２ 前項に規定する発行者情報に記載される内容につ

いて変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、上場債

券等の発行者は、直ちに当該変更又は訂正の内容を、

施行規則で定める方法により公表しなければならな

い。 

３ 第１項に規定する発行者情報に掲げられる財務書

（発行者情報） 

第１０条 規程第１６条に規定する発行者情報の内容

は、証券情報等内閣府令第７条第３項第１号イからハ

までに掲げる事項に関する情報（債券等が特定有価証

券に該当する場合には、同項第２号イからハまでに掲

げる事項に関する情報）とする。上場債券等の発行者

は、発行者情報を作成するにあたっては、別記第７号

様式その他当取引所が適当と認める様式を用いなけ

ればならない。 

２ 前項の書面に掲げられる財務書類の会計基準につ

いては、規程第６条第４項に準じるものとする。 

３ 規程第１６条第１項及び第２項に規定する施行規

則で定める公表の方法並びに証券情報等内閣府令第

７条第１項第１号、第９条第１号及び第１１条第１号

に規定する特定取引所規則において定める公表の方

法は、第５条各号に掲げる掲載を全て継続して行う方

法とする。 

４ 規程第１６条第３項に規定する施行規則で定める

監査報告書等は、第４条第３項各号に掲げる基準を満
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類には、施行規則で定める監査報告書等を添付するも

のとする。 

 

たすものでなければならない。 
 

（発行者等の情報に係る照会事項の報告及び開示） 

第１７条 上場債券等の発行者等は、上場債券等の発行

者等の情報に関し当取引所が照会（施行規則で定める

照会を含む。）を行った場合は、直ちに照会事項につ

いて当取引所に報告するものとする。この場合におい

て、当取引所が必要と認めるときは、上場債券等の発

行者等は、直ちにその内容を開示しなければならな

い。 

 

（発行者の情報に係る照会） 

第１１条 規程第１７条に規定する施行規則で定める

照会とは、当取引所が上場債券等の売買管理上必要と

認めて行う照会（当取引所が、当取引所の市場におけ

る有価証券の売買等の公正の確保を図るための調査

のため必要があると認めて、発行者の情報の発生から

公表に至る経緯等について行う照会を含む。）をいう。 
 

（発行者のウェブサイト） 

第１８条 上場債券等の発行者は、上場申請の日以降、

施行規則で定める事項を上場債券等の発行者の情報

を掲載するウェブサイトに掲載し、無料で投資者の閲

覧に供するものとする。 

２ 前項の場合において、上場債券等の発行者は、常に

最新の情報がウェブサイトに掲載され、投資者が当該

情報を支障なく閲覧できるよう合理的な努力を行う

ものとする。 

 

（発行者のウェブサイトでの開示内容） 

第１２条 規程第１８条第１項に規定する施行規則で

定める事項とは、次の各号に掲げる上場債券等の発行

者の区分に従い、当該各号に定める事項をいう。 

（１）法第３条各号に規定する有価証券に係る上場債

券等の発行者 

ａ 上場債券等の発行要項 

ｂ その他当取引所が必要と認める事項 

（２）前号以外の有価証券に係る上場債券等の発行者 

ａ 特定証券情報 

ｂ 事業の概要 

ｃ 役員の経歴 

ｄ 定款 

ｅ その他当取引所が必要と認める事項 
 

第２節 その他の義務 

 

 

（債券等の譲渡制限） 

第１９条 上場債券等の発行者は、法第２条第３項第２

号ロ（２）の規定その他特別の法律の規定に基づく場

合を除き、上場債券等の譲渡について制限を行っては

ならない。 

 

 

（上場に関する料金） （上場に関する料金） 
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第２０条 プログラム上場に係る発行者、新規上場申請

者及び上場債券等の発行者は、プログラム上場料、新

規上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定

めるところにより支払うものとする。 

 

第１３条 プログラム上場料、新規上場料その他上場に

関する料金の金額及び支払期限は、別表２に定めると

ころによるものとする。 
 

第４章 市場秩序の維持 

 

 

第１節 実効性確保手段 

 

 

（実効性確保手段） 

第２１条 当取引所は、上場債券等の発行者等に対し

て、この規程その他の規則への遵守を確保するため、

また、当取引所の市場の運営上必要と認められる報告

を求め、書類を提出させることができる。 

２ 当取引所は、上場債券等の発行者等がこの規程その

他の規則に違反したと当取引所が認める場合は、当該

上場債券等の発行者等に対して、施行規則で定めると

ころにより、次の各号に掲げる措置（以下「措置」と

いう。）を講じることができる。 

（１）警告措置 

（２）違約金の賦課措置 

（３）上場債券等の上場廃止措置 

（４）プログラム情報に基づく新規上場の禁止措置 

３ 当取引所は、前項第１号又は第２号に掲げる措置を

講じる場合において、当取引所が必要と認めるときに

は、その事実を公表することができる。 

４ 当取引所は、第２項第３号に掲げる措置を講じる場

合は、当該措置の対象上場債券等について整理銘柄に

指定するとともに公表するものとする。 

 

（実効性確保手段の手続） 

第１４条 当取引所は、規程第２１条第２項各号に掲げ

る措置を講じようとする場合には、当該措置の対象と

なる上場債券等の発行者等に対して、あらかじめ意見

を述べる機会及び証拠を提出する機会を付与しなけ

ればならない。ただし、当取引所は、規程第２１条第

２項第１号又は第２号の措置を講じようとする場合

は、意見を述べる機会及び証拠を提出する機会を付与

しないで、かかる措置を講じることができる。 

２ 当取引所は、前項の規定による意見を述べる機会及

び証拠を提出する機会を付与するときは、相当な期間

をおいて、措置の対象となるべき上場債券等の発行者

等に対して、次の各号に掲げる事項を書面により通知

しなければならない。 

（１）予定される措置の内容 

（２）当取引所の認定した事実並びにこれに対する法

令及び諸規則の適用 

（３）当取引所に対し、前２号に掲げる事項について、

意見を述べること及び証拠を提出することができ

る旨並びにそれらの期限 

３ 措置は、上場債券等の発行者等に当該措置の内容を

示した書面を送達することによって、その効力を生ず

る。 
 

（異議の申立て） 

第２２条 上場債券等の発行者等は、前条第２項の措置

に不服があるときは、施行規則で定めるところによ

（異議の申立手続） 

第１５条 規程第２２条第１項に規定する異議の申立

てを行う場合には、上場債券等の発行者等は、前条第
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り、当取引所に対して異議の申立てを行うことができ

る。 

２ 当取引所は、施行規則で定めるところにより、措置

を変更し、又は取り消すことができる。 

 

３項に規定する書面の送達があった日から１０営業

日以内に、異議の対象となる措置の内容及び異議の理

由を記載した書面をもって行うものとする。 

２ 当取引所は、前項に規定する異議の申立てがあった

場合には、異議の内容について審査を行った上で、異

議の対象となる措置を変更し、又は取り消すことがで

きる。 

３ 当取引所は、前項に規定する審査を行った場合に

は、異議の申立てを行った上場債券等の発行者等に対

して、その結果を通知するものとする。 
 

（売買停止及び停止解除） 

第２３条 当取引所が上場債券等の売買の停止又は停

止解除をしたときは、これを速やかに当該上場債券等

の発行者に連絡するものとする。 

 

 

第２節 上場廃止等 

 

 

（上場廃止） 

第２４条 当取引所は、上場債券等が次の各号のいずれ

かに該当する場合、直ちに、当該上場債券等を整理銘

柄に指定するとともに公表するものとする。この場合

における当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１） 最終償還期限が到来する場合 

（２） 債券等の全額について最終償還期限を繰り上

げて償還する場合 

（３） 吸収分割又は新設分割により上場銘柄に係る

債務が他の会社に承継される場合 

（４） 上場債券等の発行者が特定証券情報、発行者

情報又は有価証券報告書について重大な虚偽記載

を行った場合 

（５） 上場債券等が期限の利益を喪失した場合 

（６） 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、

当取引所が上場廃止を適当と認めた場合 

２ 当取引所は、整理銘柄に指定した上場債券等を、次

の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日に上

（上場廃止） 

第１６条 上場債券等の発行者は、規程第２４条第１項

各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した

場合には、直ちに当取引所に対してその旨を報告する

ものとする。 

２ 規程第２４条第１項第２号に規定する場合におい

て、当該銘柄の発行者から、当該償還を行う旨の決定

に係る書面による報告を受けた時に同号に該当する

ものとして取り扱う。 
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場廃止するものとする。 

（１） 第２１条第４項又は前項第４号から第６号ま

でのいずれかの規定により整理銘柄に指定した銘

柄 

当取引所がその都度定める日 

（２） 前項第１号の規定により整理銘柄に指定した

銘柄 

最終償還期限から起算して５日前（休業日を除外

する。以下日数計算において同じ。）の日 

（３） 前項第２号の規定により整理銘柄に指定した

銘柄 

繰上償還の日（繰上償還の日が銀行休業日又は当

該銘柄の発行条件に定める海外休日に当たるとき

は、実際の繰上償還の日）から起算して５日前の日 

（４） 前項第３号の規定により整理銘柄に指定した

銘柄 

吸収分割又は新設分割がその効力を生ずる日か

ら起算して４日前の日 

３ 当取引所は、当取引所が必要と認める場合は、前項

各号に定める日より前に、当該上場債券等を上場廃止

することができる。 

 
（原簿のまっ消） 

第２５条 当取引所が上場債券等の上場を廃止すると

きは、その銘柄の上場廃止日に上場有価証券原簿の記

載事項をまっ消する。 

 

 

第５章 定義 

 

 

（定義） 

第２６条 この規程において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによるものとする。 

（１） 債券等 次の①から⑬までに掲げる有価証券

をいう。 

① 内国法人の発行する社債券（法第２条第１項第

５号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。） 
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② 外国法人の発行する社債券（法第２条第１項第

１７号に掲げる有価証券のうち、前①に掲げる有

価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。） 

③ 特別の法律により内国法人の発行する債券（法

第２条第１項第３号に掲げる有価証券をいう。以

下同じ。） 

④ 特別の法律により外国法人の発行する債券（法

第２条第１項第１７号に掲げる有価証券のうち、

前③に掲げる有価証券の性質を有するものをい

う。以下同じ。） 

⑤ 投資法人債券（法第２条第１項第１１号に掲げ

る投資法人債券をいう。以下同じ。） 

⑥ 外国投資証券（法第２条第１項第１１号に掲げ

る外国投資証券をいう。）のうち投資法人債券に

類する証券 

⑦ 内国の者の発行する地方債証券（法第２条第１

項第２号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。） 

⑧ 外国の者の発行する地方債証券（法第２条第１

項第１７号に掲げる有価証券のうち、前⑦に掲げ

る有価証券の性質を有するものをいう。以下同

じ。） 

⑨ 内国法人の発行する特定社債券（法第２条第１

項第４号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。） 

⑩ 外国法人の発行する特定社債券（法第２条第１

項第１７号に掲げる有価証券のうち、前⑨に掲げ

る有価証券の性質を有するものをいう。以下同

じ。） 

⑪ 特定目的信託の受益証券（法第２条第１項第１

３号に掲げる有価証券）のうち、信託期間中の金

銭の分配について、あらかじめ定められた金額の

分配を受ける種類のもの 

⑫ 外国の者の発行する特定目的信託の受益証券

（法第２条第１項第１７号に掲げる有価証券の

うち、前⑪に掲げる有価証券の性質を有するもの

をいう。以下同じ。） 

⑬ 外国の発行する国債（法第２条第１項第１７号
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ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程 
ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程

施行規則 

に掲げる有価証券のうち、同項第１号に掲げる有

価証券の性質を有するものをいう。） 

（２） 監査報告書等 監査報告書又はこれに準じた

ものをいう。 

（３） 上場債券等 当取引所に上場している債券等

をいう。 

（４） 新規上場申請者 債券等の新規上場を申請す

る当該債券等の発行者をいう。 

（５） 特定証券情報 法第２７条の３１第１項に規

定する特定証券情報をいい、証券情報等の提供又は

公表に関する内閣府令（以下「証券情報等内閣府令」

という。）第２条第１項第１号に規定する特定取引

所規則において定める情報として第６条第２項で

その内容を定めるものをいう。 

（６） 発行者情報 法第２７条の３２第１項に規定

する発行者情報をいい、証券情報等内閣府令第７条

第２項第１号に規定する特定取引所規則において

定める情報として第１６条第２項でその内容を定

めるものをいう。 

（７） 日本会計基準 連結財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則（以下「連結財務諸表規

則」という。）、財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則（以下「財務諸表規則」という。）、

四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則（以下「四半期連結財務諸表規則」とい

う。）、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則（以下「四半期財務諸表規則」とい

う。）、中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則（以下「中間連結財務諸表規則」と

いう。）並びに中間財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則（以下「中間財務諸表規則」と

いう。）に規定する企業会計の基準をいう。 

（８） 米国会計基準 米国において一般に公正妥当

と認められた会計基準をいう。 

（９） 法 金融商品取引法（昭和２３年法律第２５

号）をいう。 
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ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程 
ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程

施行規則 

（１０） 国際会計基準 国際財務報告基準（ＩＦＲ

Ｓ）をいう。 

（１１） 役員 取締役、会計参与、監査役若しくは

執行役、理事若しくは監事（上場債券等が特定有価

証券である場合には、ファンドマネージャーを含

む。）又はこれらに準ずる者（その者が法人である

ときは、その職務を行うべき社員を含む。）をいう。 

（１２） 特定有価証券 債券等のうち、法第５条第

１項に規定する特定有価証券に該当するものをい

う。 

（１３） 運用会社 特定有価証券に係る金銭その他

の財産の運用（その指図を含む。）を行う者（これ

らの者から運用又は運用指図に係る権限の全部又

は一部の委託又は再委託を受けた者を含む。）及び

これに相当する者をいう。 

（１４） 受託者 特定有価証券が信託契約に基づき

設定される場合の当該信託契約における受託者及

びこれに相当する者をいう。 

（１５） ファンドマネージャー 金融商品取引法施

行令第１５条の４第２号に掲げる者をいう。 

 

付 則 

この規程は、平成２３年●月●日から施行する。 

付 則 

この規則は、平成２３年●月●日から施行する。 
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別表１ 

 

適時開示の基準 

 

ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程施行規則第８条第１項の規定により、日本の証

券市場において適切な適時開示を行うための基準は以下のとおりとする。 

 

（上場債券等の発行者等に係る情報の開示） 

第１条 上場債券等の発行者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその内容を開示しなけ

ればならない。 

（１） 上場債券等の発行者等の業務執行を決定する機関が、次のａからｄまでに掲げる事項のいずれ

かを行うことについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含

む。） 

ａ 解散（合併による解散を除く。） 

ｂ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て 

ｃ 商号又は名称の変更 

ｄ ａから前ｃまでに掲げる事項のほか、当該上場債券等の発行者等の運営、業務若しくは財産又は

当該上場債券等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

（２） 次のａからｅまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合 

ａ 債権者その他の当該上場債券等の発行者等以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手

続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告（以下「破産手続開始の申立て等」という。） 

ｂ 手形若しくは小切手の不渡り（支払資金の不足を事由とするものに限る。）又は手形交換所によ

る取引停止処分 

ｃ 親会社等に係る破産手続開始の申立て等 

ｄ 債券等に係る期限の利益の喪失 

ｅ ａから前ｄまでに掲げる事実のほか、当該上場債券等の発行者等の運営、業務若しくは財産又は

当該上場債券等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

（３） 上場債券等に係る保証者の業務執行を決定する機関が、第１号のａからｄまでに掲げる事項の

いずれかを行うことについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合

を含む。） 

（４） 上場債券等に係る保証者に第２号のａからｅまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合 

 

（開示内容の変更又は訂正） 

第２条 上場債券等の発行者等は、前条又は規程第１５条の規定に基づき開示した内容について変更又は

訂正すべき事情が生じた場合は、直ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければならない。 

２ 前項の規定は、上場債券等の発行者等が前条又は規程第１５条の規定に基づき開示した内容と有価証

券報告書、四半期報告書、有価証券届出書若しくは臨時報告書（これらの訂正報告書又は訂正届出書を
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含む。）、又は発行者情報若しくは特定証券情報（これらの訂正情報を含む。）における当該開示に係

る内容に差異が生じた場合について準用する。 
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（注）料金の具体的な水準については、未定 

 

別表２ 

 

上場に関する料金 

 

料金 金額（注 1） 支払期日 

○ プログラム上場料  xxx万円 プログラム情報の提出

日の属する月の翌月末

日 

○ 新規上場料（新規上場申請者がプログラ

ム情報を提出しており、当該プログラム情報

に掲げる発行予定期間中に上場する場合） 

xxx万円と発行額×xxx/10000

のいずれか小さい額 

上場日の属する月の翌

月末日 

○ 新規上場料（上記以外の場合） 

 

xxx万円 同上 

 

(注 1)上表の記載にかかわらず、当取引所は、市場の活性化のために必要があると認める場合は、当取引所

が定めるところにより、一定の期間において、上場に関する料金を変更することができる。この場合、あら

かじめその旨を当取引所のウェブサイトへ掲載する。 

(注 2) 

a) 上表で算出した金額について、100円未満の金額（次の bの規定により加算する消費税額及び地方消費

税額を除く。）は切り捨てるものとする。 

b) 上表の料金は、消費税額及び地方消費税額を加算（新規上場申請者又は上場債券等の発行者が外国の

者である場合を除く。）して支払うものとする。 

c) 料金の支払いは、本邦通貨によるものとする。 

d) 当取引所は、プログラム上場に係る発行者、新規上場申請者又は上場債券等の発行者がこの別表２に

規定する料金を支払期日までに支払わない場合には、当該プログラム上場に係る発行者、新規上場申

請者又は上場債券等の発行者に対し、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を 100 円につき

１日４銭の割合によって請求できるものとする。 

(注 3)上場債券等の発行者は、上場廃止の際に支払期限の到来していない料金について、上場廃止日又は当

取引所が別途指定する日までに支払う。 

(注 4)規程第４条ただし書の規定に基づく新規上場については、新規上場料は無料とする。 

(注 5)規程第５条第３項の規定に基づき複数の者が共同してプログラム情報を提出する場合におけるプログ

ラム上場料については、当該複数の者は、公表されるプログラム情報ごとに、連帯して、上表に記載する金

額を上表に定める支払期日までに支払う義務を負うものとする。 
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（別記第１号様式） 
 

    年  月  日 
 
株式会社ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 

 
  代表取締役社長      殿 
 
 

主たる事務所の所在地  
 

発 行 者 名 
 

印 
 

代 表 者 の 役 職 氏 名 
 

印 
 
 

有価証券新規上場申請書 
 

 

          は、貴取引所が定めるＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規

程その他諸規則等の内容を理解した上で、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程第

４条に従い、下記のとおり、新規上場を申請いたします。この申請書及び添付書類の記載事項は、事

実に相違ありません。 

 

記 

１． 商号又は名称 

 

 

２． 本店又は主たる事務所の所在地 

（郵便番号   －    ） 

 

 

電話番号： ファックス： 設立国： 

 

３． 申請者の事務連絡担当者 

氏名： 

役職： 

電話番号： 

電子メールアドレス： 

 

４． 上場しようとする債券等の種類、発行価額又は売付け価額の総額等： 

債券等の種類： 発行価額又は売付け価額の総額：  
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プログラム情報の提出日： 

 

５． 上場承認希望日 

 

 

６． その他確認事項 

 

(a)   格付けの取得状況 

 

 

(b)  主幹事証券会社の名称 

 

以上 

 
（本申請書は、本申請書に準じて英語で記載したものを提出することができます。） 
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（別記第２号様式） 

 

プログラム情報 

 

【表紙】 

【公表書類】プログラム情報 

【公表日】平成 年 月 日 

【発行者の名称】 

【代表者の役職氏名】 

【本店の所在の場所】 

【電話番号】 

【事務連絡者氏名】 

【有価証券の種類】 

【発行予定期間】（２） 

【発行予定額又は発行残高の上限】（３） 

【安定操作に関する事項】 

【公表されるホームページのアドレス】 

【有価証券報告書の提出状況】 

【発行者情報の提出状況】（４） 

【投資者に対する注意事項】 

 

１ ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上

場債券等は、高い投資リスクを含んでいる場合があります。投資者は、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ 

Ｍａｒｋｅｔの上場債券等の発行者に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格の

変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、プログラ

ム情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。 

 

２ ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分にお

いて日本の既存市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。投資者は、ＴＯＫＹＯ Ａ

ＩＭ取引所のホームページ等に掲げられるＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所の諸規則に留意する必要があり

ます。 

 

３ ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所は、プログラム情報の内容（プログラム情報に虚偽の情報があるか否

か、又は公表すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けて

いるか否かという点を含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をし

ておらず、損害賠償責任その他の一切の責任を負いません。 

 

４ このプログラム情報は、規程第７条第１項に基づく特定証券情報の公表が行われた場合には、当

該特定証券情報の一部を構成するものです。
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第一部【証券情報】（５） 

 

第１【特定投資家向け取得勧誘の要項】 

以下に記載するもの以外については、特定投資家向け取得勧誘に当たり、その都度「特定証券情報」

に記載します。 

１【新規発行社債】 

２【社債の引受け及び社債管理の委託】 

３【新規発行による手取金の使途】 

（１）【新規発行による手取金の額】 

（２）【手取金の使途】 

 

第２【特定投資家向け売付け勧誘等の要項】 

以下に記載するもの以外については、特定投資家向け売付け勧誘等に当たり、その都度「特定証券情

報」に記載します。 

１【売付け社債】 

２【売付けの条件】 

 

第３【その他の記載事項】 

 

第二部【企業情報】 

 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

２【沿革】 

３【事業の内容】 

４【関係会社の状況】 

第２【経理の状況】 

 【連結財務諸表等】 

（１）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

②【連結損益計算書】 

③【連結株主資本等変動計算書】 

④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

⑤【連結附属明細表】 

（２）【主な資産及び負債の内容】 

（３）【その他】 

 

第三部【発行者の保証会社の情報】 

 

第四部【特別情報】 

第１【有価証券の様式】 

第２【外部専門家の同意】
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（記載上の注意） 

 

（１）一般的事項 

記載事項及び記載上の注意は、一般的標準を示したものであり、これによりがたいやむを得ない事情があ

る場合には、投資者に誤解を生じさせない範囲内において、必要に応じて本国等における法制度、会計基

準（規程第６条第４項で認められるものに限る。）、実務慣行等を勘案した上で、これに準じて記載するこ

とができる。本記載上の注意に記載のない事項については、第５号様式の記載上の注意に準じて記載

するものとする。また、プログラム情報を英語で記載する場合には、記載事項及び記載上の注意に準じて

記載すること。 
 

（２）発行予定期間 

ａ 発行予定期間は１年間とする。 

ｂ 発行予定期間の開始日には、プログラム情報の提出日から８日を経過する日を記載すること。 

 

（３）発行予定額又は発行残高の上限 

プログラム情報による特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等を予定している有価

証券の発行価額又は売付け価額について、「発行予定額」又は「発行残高の上限」のいずれの記載を

選択したかを記載した上で、その「総額」又は「上限額」の金額を記載すること。 

 

（４）発行者情報の提出状況 
既に１年間継続して発行者情報を公表している発行者は、その旨を記載すること。この場合において

は、本様式第二部の記載を省略することができる。 

 

（５）証券情報 

当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者のうち主たるものの名称を除いては、記載

事項の全部又は一部の記載を省略することができる。元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち

主たるものが決定していない場合には、元引受契約を締結する予定の金融商品取引業者のうち主たる

ものを記載すること。 

 
（６）マルチイッシュアーの場合の特例 

規程第５条第３項の規定に基づき複数の者が共同してプログラム情報を提出する場合においては、【発行者の

名称】から【事務連絡者氏名】までについては、当該複数の者すべてについてそれぞれ記載するもの

とし、【発行予定額又は発行残高の上限】に記載する金額は、発行予定期間における当該複数の者の

合計の発行予定額又は発行残高の上限を記載するものとする。また、第二部【企業情報】第２【経理

の状況】の末尾に、当該複数の者の財務諸表等を記載するものとする。 
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（別記第３号様式） 
 

 

プログラム上場に係る確約書 

 
    年  月  日 

 
株式会社ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 

 
  代表取締役社長      殿 
 
 

主たる事務所の所在地  
 

提 出 者 名 
 

印 
 

代 表 者 の 役 職 氏 名 
 

印 
 
 
 

          （以下「提出者」という。）は、プログラム情報を貴取引所に提出する

にあたって、下記の事項を確約します。 

 
記 

 
１．プログラム情報の提出、当該プログラム情報に基づく新規上場申請及び上場適格性の調査・

確認において貴取引所に提出する書類には、必要となる内容を漏れなく記載し、かつ、記載し

た内容はすべて真実であること。 
 
２．貴取引所が現に制定している及び将来制定又は改正することのある業務規程、ＴＯＫ

ＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程、その他の規則及びこれらの取扱いに

関する規定（以下「諸規則」という。）のうち、提出者及び当該プログラム情報に基づ

き上場される債券等（以下「上場債券等」という。）に適用のあるすべての規定を遵守

すること。 
 
３．諸規則に基づいて、貴取引所が行う上場債券等に対する上場廃止、売買停止その他の措置

に従うこと。  
 
４．本確約から生じる又は上場債券等に関する提出者と貴取引所との間の一切の訴訟等に

ついては、東京地方裁判所を第１審の専属的合意管轄裁判所とすること。 
 
 

以上 

 

（本確約書は、本確約書に準じて英語で記載したものを提出することができます。） 
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（別記第４号様式） 
 

    年  月  日 
 
株式会社ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 

 
  代表取締役社長      殿 
 
 

主たる事務所の所在地  
 

発 行 者 名 
 

印 
 

代 表 者 の 役 職 氏 名 
 

印 
 
 

新規上場申請に係る宣誓書 
 
 

            は、貴取引所への新規上場申請に関し、下記のとおり宣誓します。 

 

記 

 

１. 新規上場申請及び上場適格性の調査・確認において貴取引所に提出する書類には、必要とな

る内容を漏れなく記載してあり、かつ、記載した内容はすべて真実です。 

 

２. 前項の規定又は貴取引所が現に制定している及び将来制定若しくは改正することのある業

務規程、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程、その他の規則及びこれら

の取扱いに関する規定（以下「諸規則」といいます。）について違反事実が判明した場合に

は、それに関して貴取引所が行う一切の措置に対して異議（ただし、諸規則において認めら

れているものを除きます。）を申し立てません。 

 

 

以上 

 

（本宣誓書は、本宣誓書に準じて英語で記載したものを提出することができます。） 
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（別記第５号様式） 

 

特定証券情報 

 

【表紙】 

【公表書類】特定証券情報 

【公表日】 年 月 日 

【発行者の名称】 

【代表者の役職氏名】 

【本店の所在の場所】 

【電話番号】 

【事務連絡者氏名】 

【有価証券の種類】 

【有価証券の発行価額又は売付け価額の総額】 

【取引所金融商品市場等に関する事項】 

【安定操作に関する事項】 

【公表されるホームページのアドレス】 

【有価証券報告書の提出状況】 

【投資者に対する注意事項】 

 

１ ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上

場債券等は、高い投資リスクを含んでいる場合があります。投資者は、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ 

Ｍａｒｋｅｔの上場債券等の発行者に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格の

変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、特定証券

情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。 

 

２ 特定証券情報を公表した発行者のその公表の時における役員（法第２１条第１項に規定する役員

（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者）をいいます。以下、本項におい

て同じ。）は、特定証券情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な

事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、金融商

品取引法第２７条の３３において準用する第２１条第１項第１号及び第２７条の３４において準用す

る第２２条に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることによ

り生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの

際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限りではありません。また、

当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわ

らず知ることができなかったことを証明した時は、上記賠償責任を負いません。 

 

３ ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ市場における取引所規則の枠組みは、基本的な部分

において日本の既存市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。投資者は、ＴＯＫＹＯ 

ＡＩＭ取引所のホームページ等に掲げられるＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所の諸規則に留意する必要があ

ります。 

 

４ ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所は、特定証券情報の内容（特定証券情報に虚偽の情報があるか否か、

又は公表すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けている

か否かという点を含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしてお

らず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部【証券情報】 

 

第１【特定投資家向け取得勧誘の要項】 

 

１ 【新規発行社債】（３） 

銘柄  

記名・無記名の別  

券面総額又は振替社債の総額（円）  

各社債の金額（円）  

発行価額の総額（円）  

発行価格（円）  

利率（％）  

利払日  

利息支払の方法  

償還期限  

償還の方法  

特定投資家向け取得勧誘の方法  

申込証拠金（円）  

申込期間  

申込取扱場所  

払込期日  

振替機関  

担保の種類  

担保の目的物  

担保の順位  

先順位の担保をつけた債権の金額  

担保の目的物に関し担保権者に対抗

する権利 
 

担保付社債信託法上の受託会社  

担保の保証  

財務上の特約（担保提供制限）  

財務上の特約（その他の条項）  

取得格付  

 

２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】（４） 

（１）【社債の引受け】 

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額（円） 引受けの条件 

    

    

計 ―   

 

（２）【社債管理の委託】 

社債管理者の名称 住所 委託の条件 
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３【新規発行による手取金の使途】 

 

（１）【新規発行による手取金の額】 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

   

 

（２）【手取金の使途】 

 

第２【特定投資家向け売付け勧誘等の要項】 

 

１【売付け社債】 

銘柄 

売付け券面額の総額又

は売付け振替社債の総

額（円） 

売付け価額の総額（円） 

売付けに係る社債の所

有者の住所及び氏名又

は名称 

    

 

２【売付けの条件】（５） 

売付け価格

（円） 
申込期間 申込単位 

申込証拠金

（円） 

申込受付場

所 

売付けの委

託を受けた

者の住所及

び氏名又は

名称 

売付けの委

託契約の内

容 

       

 

第３【その他の記載事項】 

 

第二部【企業情報】（６） 

 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

２【沿革】 

３【事業の内容】 

４【関係会社の状況】 

 

第２【経理の状況】 

 【連結財務諸表等】 

（１）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

②【連結損益計算書】 

③【連結株主資本等変動計算書】 

④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

⑤【連結附属明細表】 

（２）【主な資産及び負債の内容】 

（３）【その他】 
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第三部【発行者の保証会社の情報】 

 

第１【保証の対象となっている社債】（７） 

 

第２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】（８） 

 

第３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】（９） 

１【会社名・代表者の役職氏名及び本店の所在の場所】 

２【企業の概況】 

３【経理の状況】 

 

第四部【特別情報】 

 

第１【有価証券の様式】 

第２【外部専門家の同意】 
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（記載上の注意） 

（１）一般的事項 

ａ 記載事項及び記載上の注意は、一般的標準を示したものであり、これによりがたいやむを得ない

事情がある場合には、投資者に誤解を生じさせない範囲内において、必要に応じて本国等における法

制度、会計基準（規程第６条第４項で認められるものに限る。）、実務慣行等を勘案した上で、これに

準じて記載（「表示」を含む。以下同じ。）することができる。本記載上の注意に記載のない事項に

ついては、ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ上場規程別記第３号様式の記載上の注意（１）のｂ、ｃ、ｄ、ｇ、ｈ、

ｉ及びｊ、（２）、（３）、（６）、（７）、（８）、（９）、（１０）、（１１）、（１８）、（１

９）のｂ及びｃ、（２０）のｂ及びｃ、（２１）のｂ、ｃ、ｅ及びｆ、（２６）、（２７）、（２８）、

（２９）、（６０）、（６１）、（６２）、（６３）、（６４）、（６５）、（６６）、（６７）、

（６８）、（７１）並びに（７２）に準じて記載するものとする。また、特定証券情報を英語で記載

する場合には、記載事項及び記載上の注意に準じて記載すること。 

ｂ 記載事項及び記載上の注意は、内国社債について示したものであり、内国社債以外の債券等につ

いては、「社債」とあるのを「債券」と改めるなど、これに準じて記載すること。 

ｃ 発行価格の決定前に勧誘を行う必要がある場合、「第一部 証券情報」に掲げる事項のうち、以

下に掲げる事項を公表しないことができる。この場合において、特定証券情報において公表しなかっ

た事項につき、その内容が決定したときは、規程第７条第２項に従い、訂正特定証券情報を公表する

こと。 

（ａ）各社債の金額 

（ｂ）発行価格（又は売付け価格） 

（ｃ）利率（取得勧誘の場合に限る。） 

（ｄ）申込証拠金 

（ｅ）申込期間 

（ｆ）申込取扱場所（又は申込受付場所） 

（ｇ）払込期日 

（ｈ）利息の支払場所（取得勧誘の場合に限る。） 

（ｉ）引受人（又は売付けの委託を受けた者）（元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主た

るものを除く。）の氏名又は名称及びその住所 

（ｊ）引受金額及び引受けの条件（又は売付けの委託契約の内容） 

（ｋ）社債管理者又は社債の管理会社の名称及びその住所（取得勧誘の場合に限る。） 

（ｌ）社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件（取得勧誘の場合に限る。） 

 
（２）本様式表紙の記載の特例 
発行者がプログラム情報を提出しており、当該プログラム情報に掲げる発行予定期間中に発行する債券等

に係る特定証券情報を公表する場合には、本様式の表紙の「有価証券の発行価額又は売付け価額の総額」

と「取引所金融商品市場等に関する事項」の間に、次に掲げる事項を記載するものとする。この場合にお

いて、「プログラム情報の内容」欄には、プログラム情報に記載した各記載項目の内容を記載すること。 
【プログラム情報の内容】 
公表日  
発行予定期間  
発行予定額又は発行残高の上限  
 
（３）新規発行社債 

ａ 「銘柄」の欄には、「第何回無担保社債（担保提供禁止特約付）」、「第何回無担保社債（担保

提供限定特約付）」、「第何回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」のように記載すること。 

ｂ 当該新規発行社債が振替社債である場合には、「記名・無記名の別」の欄への記載を要しない。 

ｃ 「発行価格」の欄には、券面額１００円についての発行価額を記載すること。 

ｄ 「振替機関」の欄には、振替機関（社債、株式等の振替に関する法律第２条第２項に規定する振

替機関をいう。以下このｄにおいて同じ。）を定めている場合の当該振替機関の名称及び住所を記載
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すること。 

ｅ 「特定投資家向け取得勧誘の方法」の欄には、株主優先募入及び打切発行（社債の応募額が発行

価額の総額に達しなくとも当該社債が成立する旨社債申込証に記載した場合における発行をいう。）

等の特定投資家向け取得勧誘の方法の概要について記載すること。 

ｆ 「利息支払の方法」の欄には、利息の計算期間、支払場所等を記載すること。利息の支払場所を

記載しないで特定証券情報を提出する場合には、その決定予定時期及び具体的な決定方法を注記する

こと。 

ｇ 「償還の方法」の欄には、償還金額、償還の方法（買入消却、任意償還、減債基金等）を記載す

ること。 

ｈ 「担保の保証」の欄には、保証が付されている場合に、その内容及び条件等を記載すること。 

ｉ 「発行価格」、「利率」又は「申込取扱場所」の記載をしないで特定証券情報を提出する場合に

は、これらの事項の決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること。 

ｊ 「発行価格」を記載しないで特定証券情報を提出する場合には、「発行価額の総額」は特定証券

情報提出日現在における見込額により記載し、その旨を注記すること。 

ｋ 「財務上の特約」の欄には、当該発行に係る社債において社債権者保護のために設定されている

財務上の特約で、一定の事由の下に期限の利益を喪失させる効果を有するもの及びその効果に変更を

与えるものについて、担保提供制限とその他の条項（純資産額維持、利益維持、担付切換等）に分け

て、その内容を記載すること。 

また、当該発行に係る社債についての保証会社に関して財務上の特約が設定されている場合には、そ

の内容を記載すること。 

ｌ 「取得格付」の欄には、当該発行に係る社債について、発行者が申込みにより取得する格付、当

該格付を付与した信用格付業者の名称、当該格付の取得日及び当該格付の取得に際し条件等が付され

ている場合においてはその内容を記載すること。なお、当該格付が複数存在する場合には、これらの

すべてについて記載すること。 

 

（４） 社債の引受け及び社債管理の委託 

ａ 社債管理者が決定していない場合には、委託契約を締結する予定の社債管理者を記載すること。 

ｂ 「引受けの条件」の欄には、買取引受け・残額引受け等の別、引受人に支払う手数料等を記載す

ること。 

ｃ 「委託の条件」の欄には、社債管理者に支払う手数料等を記載すること。 

ｄ 「引受人の氏名又は名称及び住所」、「引受金額及び引受けの条件」、「社債管理者の名称及び

住所」又は「委託の条件」を記載しないで特定証券情報を公表する場合には、これらの決定予定時期

を注記すること。 

 

（５）売付けの条件 

「売付け価格」の欄には、券面額１００円又は振替社債の金額１００円についての売付け価額を記載

すること。 

 

（６）本様式第二部の記載の特例 
ａ 継続開示会社 

１年間継続して有価証券報告書を公表している発行者は、表紙にその旨を記載すること。この場合に

おいては、本様式第二部の記載を省略することができる。 

ｂ 発行者情報の参照方式 
１年間継続して発行者情報を公表している発行者は、法第２７条の３１第３項の規定により、当該発行者

に係る直近の発行者情報及び訂正発行者情報（以下「参照情報」という。）を参照すべき旨を記載したとき

は、本様式第二部の記載を省略することができる。この場合において、証券情報等の提供又は公表に関す

る内閣府令第４条第２項第１号に掲げる特定取引所規則において定める方法は、本様式に第二部として「参

照情報」の項目を設け、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第２条第２項第１号ハ及びニ（対象

となる有価証券が特定有価証券である場合には、同項第２号ハ及びニとする。）に掲げる事項に関する情報

については参照情報を参照するべき旨を記載し、参照情報の名称、公表年月日及び参照情報を公表してい
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るホームページのアドレスを記載する方法とする。 
ｃ プログラム情報を公表している場合 
１年間継続して有価証券報告書又は発行者情報のいずれも公表していない発行者が、プログラム情報を公

表しており、当該プログラム情報に掲げる発行予定期間中に発行する債券等に係る特定証券情報を公表す

る場合には、当該プログラム情報の第二部を参照すべき旨を記載したときには、本様式第二部の記載を省

略することができる。 
 

（７） 保証の対象となっている社債 

当該公表が売付けに係るものである場合に、保証の対象となっている社債について、社債の名称、発

行年月、券面総額又は振替社債の総額、償還額、発行者の最近事業年度末日の未償還額及び上場金融

商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名を記載すること。 

 

（８） 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

当該公表に係る社債が保証の対象となっており、当該保証をしている会社が継続開示会社に該当する

者である場合には、その旨を記載すること。 

 

（９） 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

ａ 当該公表に係る社債が保証の対象となっており、当該保証をしている会社が継続開示会社に該当

する者でない場合に記載すること。 

ｂ 「２ 企業の概況」及び「３ 経理の状況」の事項については、本様式「第二部 企業情報」の

「第１ 企業の概況」及び「第２ 経理の状況」に準じて記載すること。 

なお、連結キャッシュ・フロー計算書及びキャッシュ・フロー計算書については記載を省略すること

ができる。 
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（別記第６号様式） 
 

 

上場契約書 

 
    年  月  日 

 
株式会社ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 

 
  代表取締役社長      殿 
 
 

主たる事務所の所在地  
 

発 行 者 名 
 

印 
 

代 表 者 の 役 職 氏 名 
 

印 
 
 
 

          （以下「発行者」という。）は、その発行する債券等を貴取引所に上場

するにあたって、下記の事項を承諾します。 

 
記 

 
１．貴取引所が現に制定している及び将来制定又は改正することのある業務規程、ＴＯＫ

ＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場規程、その他の規則及びこれらの取扱いに

関する規定（以下「諸規則」という。）のうち、発行者及び上場される発行者の債券等

（以下「上場債券等」という。）に適用のあるすべての規定を遵守すること。 
 
２．諸規則に基づいて、貴取引所が行う上場債券等に対する上場廃止、売買停止その他の

措置に従うこと。 
 
３．本契約から生じる又は上場債券等に関する発行者と貴取引所との間の一切の訴訟等に

ついては、東京地方裁判所を第１審の専属的合意管轄裁判所とすること。 
 
 

以上 

 

（本契約書は、本契約書に準じて英語で記載したものを提出することができます。） 
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（別記第７号様式） 

 

発行者情報 

 

【表紙】 

【公表書類】発行者情報 

【公表日】 年 月 日 

【発行者の名称】 

【代表者の役職氏名】 

【本店の所在の場所】 

【電話番号】 

【事務連絡者氏名】 

【取引所金融商品市場等に関する事項】 

【公表されるホームページのアドレス】 

【投資者に対する注意事項】 

 

１ ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ-ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場

債券等は、高い投資リスクを含んでいる場合があります。投資者は、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ-ＢＯＮＤ Ｍ

ａｒｋｅｔの上場債券等の発行者に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格の変

動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情報

により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。 

 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（法第２１条第１項に規定する役員（取

締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者）を言います。以下、本項において同

じ。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若

しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、金融商品取引

法第２７条の３４において準用する第２２条に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚

偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を

取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、

この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、

相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明した時は、上記賠償責任を負

いません。 

 

３ ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ-ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分におい

て日本の既存市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。これらの点について、投資者

は、ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所のホームページ等に掲げられるＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所の諸規則に

留意する必要があります。 

 

４ ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は

公表すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否

かという点を含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、

前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部【企業情報】 

 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

２【沿革】 

３【事業の内容】 

４【関係会社の状況】 

 

第２【経理の状況】 

 【連結財務諸表等】 

（１）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

②【連結損益計算書】 

③【連結株主資本等変動計算書】 

④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

⑤【連結附属明細表】 

（２）【主な資産及び負債の内容】 

（３）【その他】 

 

第二部【特別情報】 

 

第１【外部専門家の同意】 
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   （記載上の注意） 
第５号様式の記載上の注意に準じて記載（「表示」を含む。以下同じ。）するものとし、適宜必要な読み替

えを行うものとする。 
記載事項及び記載上の注意は、一般的標準を示したものであり、これによりがたいやむを得ない事情があ

る場合には、投資者に誤解を生じさせない範囲内において、必要に応じて本国等における法制度、会計基

準（規程第６条第４項で認められるものに限る。）、実務慣行等を勘案した上で、これに準じて記載するこ

とができる。また、発行者情報を英語で記載する場合には、記載事項及び記載上の注意に準じて記載する

こと。 
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TOKYO PRO-BOND Market に関する Q&A 

 
TOKYO PRO-BOND Market 創設のねらい 
 
Ｑ1 TOKYO PRO-BOND Market 創設の目的はなんですか。 
Ａ1 TOKYO PRO-BOND Market は、2008 年の金融商品取引法改正で導入された「プロ

向け市場制度」に基づく、プロ投資家向けの新しい債券市場です。 
日本の債券市場は額面 1 億円以上の社債管理会社不設置債を中心としたプロ投資家向

けの発行が太宗を占めるにも関わらず、金融商品取引法の開示制度及び実務慣行は、

個人投資家向けの債券も含むことを前提とした手厚いものとなっています。また、海

外発行体の日本国内での起債意欲は高いにも関わらず、日本語による開示が障害とな

って必ずしも発行額は伸びていません。 
TOKYO PRO-BOND Market は、こうした状況を踏まえ、「プロ向け市場制度」をフ

ルに活用しつつ、ユーロ市場のような柔軟かつ機動的な債券の発行を実現し、国内外

の発行体と投資家さらには証券会社などの関係業界の利便性を向上させ、アジアの中

核としての日本の債券市場の発展に資することを目的にしています。 
 
Ｑ2 債券発行者及び投資家にとっての TOKYO PRO-BOND Market のメリットはなんで

すか。 
Ａ2 機動的かつ柔軟な起債が可能になります。 

債券を発行する際に必要な開示書類を、投資家への情報提供の質は維持した上で、大

幅に簡素化するなど、手続きを効率化することにより、市場環境に対応した機動的か

つ柔軟な発行が実現されます。海外の MTN プログラムと同様、発行体の基礎的な情報

や財務情報、当年の起債予定額を TOKYO PRO-BOND Market に登録（プログラム上

場）すると、その予定額の範囲内で随時債券を発行できる仕組みを導入します。 
また、海外発行体（企業・団体）に対して、高い利便性が提供されます。 
従来のサムライ債発行には日本語開示が必要でしたが、TOKYO PRO-BOND Market
では英語のみでの開示が可能です。日本会計基準に加え、国際会計基準、米国会計基

準も採用し、円建て以外の様々な通貨での発行も可能です。 

投資家にとってのメリットは、まず、TOKYO PRO-BOND Market を利用した債券の

発行が増えることにより、より多くの内外の発行体の債券が日本で起債されることに

なり、国内外の投資家にとって日本市場における投資対象が多様化します。海外の投

資家にとっては、英語による情報開示の拡充により、日本市場における投資がより容

易になります。欧州の投資家など、上場銘柄のみを投資適格としている海外投資家に

とっても日本で起債される債券への投資が可能になり、投資運用機会の拡充につなが
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ります。投資家にとって必要な情報は当取引所のウェブサイトに一元化され、簡便に

アクセスできるようになります。 
 

※ MTN は Medium Term Note(ミディアム・ターム・ノート）の略で、MTN プログラ

ムに基づいて発行される債券を指し、ユーロ市場では一般的な社債発行形態となって

います。MTN プログラムとは、社債発行により資金調達を予定している発行体が、あ

らかじめディーラー数社と MTN 発行に関する包括的な契約を締結しておくことによ

り、発行限度枠内で随時機動的に債券発行ができるようにする枠組みのことをいいま

す。MTN プログラムは通常、ロンドン、ルクセンブルク等の取引所に上場（リスティ

ング）されています。 
                         
総則、定義（規程第 1 条～第 3 条、第 26 条関係） 
 
Ｑ3 どのような有価証券が上場できますか。 
Ａ3 内国法人又は外国法人の発行する社債券、特別の法律により内国法人又は外国法人の

発行する債券、投資法人債券、外国投資証券のうち投資法人債券に類する証券、内国

又は外国の者の発行する地方債証券、内国法人又は外国法人の発行する特定社債券、

特定目的信託の受益証券のうち、信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定め

られた金額の分配を受ける種類のもの、外国の者の発行する特定目的信託の受益証券、

外国の発行する国債が上場の対象です。発行地に関する制約は特段ありません。 
社債券については、いわゆる普通社債のほか、仕組み債についても、社債券の定義に

当てはまる限りにおいては上場可能ですが、転換社債や交換社債については、対象と

はしておりません。また、いわゆるイスラム債の上場は、特定目的信託の受益証券の

形態により、可能となります。 
 
Ｑ4 開示資料の言語を変更することはできますか。その際の留意点について教えてくださ

い。 
Ａ4 開示資料の言語の変更は可能です。たとえば、海外の発行体のケースなどで、債券発

行時の開示は英語と日本語の双方の言語とし、継続開示については英語のみの開示と

することなどが考えられます。ただし、その場合、発行時において、あらかじめ投資

家に対し、継続開示は英語のみで行われることを周知しておくなど、投資家の混乱を

防ぐ方策を講じることが必要です。 
 
Ｑ5 規程第 3 条でいう「本国等における法制度、実務慣行等」とはなんですか。 
Ａ5 発行体の設立準拠国の法制度、実務慣行等に限るものではなく、債券の発行地におけ

る法制度、実務慣行等を幅広く含む趣旨です。株式会社 TOKYO AIM 取引所は、プリ



3 
 

ンシプル・ベースの考え方（規程第 1 条第 2 項）に基づき、債券市場のプラクティス

を踏まえて、柔軟かつ適切な規則の運用を行います。 
 
 
                         
上場申請（規程第 4 条～第 8 条関係） 
 
Ｑ6 TOKYO PRO-BOND Market を利用した債券の発行と「上場」の関係について教え

てください。 
Ａ6 TOKYO PRO-BOND Market の情報開示の仕組みを用いて債券を発行するには、

TOKYO PRO-BOND Market に上場していただく必要があります。TOKYO 
PRO-BOND Market に上場しない場合には、他の制度（金融商品取引法上の募集：有

価証券届出書を提出、適格機関投資家私募、少人数私募など）を利用して発行するこ

とになり、その場合には TOKYO PRO-BOND Market が提供するさまざまなメリット

（柔軟な制度でありながら、実質的に現在の債券投資家（個人向け債券の投資家を除

く）と同様の範囲の投資家に販売できる等）を享受することはできません。 
 
Ｑ7 「有価証券新規上場申請書」の受付の窓口と受付時間について教えてください。 
Ａ7 上場申請の受付窓口は、株式会社 TOKYO AIM 取引所となります。受付時間は、基

本的には株式会社 TOKYO AIM 取引所の営業時間（8 時 45 分から 16 時 45 分まで）

とさせていただきますが、海外発行体の場合は時差等を考慮して柔軟に対応させてい

ただきます。電子媒体による場合も、同様です。 
 
Ｑ8 代理人による申請は可能ですか。また、英語での申請、相談、照会は可能ですか。 
Ａ8 代理人による申請、英語での申請、相談、照会とも、可能です。 
 
Ｑ9 プログラム情報とはなんですか。プログラム情報を提出するとどのような利点があり、

また義務が発生しますか。 
Ａ9 プログラム情報は、金融商品取引法に基づく発行登録書と同様の趣旨で、一定期間に

おける当該発行体の債券発行の枠を開示するものです。プログラム情報の格付けを取

得し、引受証券会社の候補社名を記載することにより、その後の実際の債券の発行時

には、速やかな発行と上場手続が可能となります。プログラム情報を提出した発行体

は、適時開示の義務を負うなど、取引所の規則を遵守する義務が発生します。 
 
Ｑ10 プログラム情報と発行登録書の違いはなんですか。 
Ａ10 発行登録書は金融商品取引法に基づく開示書類ですが、プログラム情報は当取引所
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の規則に基づき、当取引所が定める第 2 号様式又は当取引所が適当と認める様式によ

り作成されます。なお、第 2 号様式は発行登録書を簡略化させた内容となっています。 
 
Ｑ11 プログラム情報の第 2 号様式以外の様式の利用は可能ですか。 
Ａ11 有価証券上場規程施行規則第 3 条第 1 項に基づき、当取引所が適当と認める場合に

は可能です。たとえば、ユーロ MTN プログラムで実際に利用されているプログラムの

様式をそのまま利用することができます。 
 
Ｑ12 プログラム情報と特定証券情報の関係について教えてください。 
Ａ12 プログラム情報の提出後、その枠の中で債券を発行して上場する際に、特定証券情

報を提出する必要があります。特定証券情報では、プログラム情報の内容を参照しま

す。 
 
Ｑ13 プログラム情報の提出は必ず求められますか。 
Ａ13 プログラム情報の提出はあくまで任意です。発行登録制度と同様、頻繁に（＝年間

に何度も）債券を発行する発行体にとって、プログラム情報の提出による個別の発行

の迅速化、容易化はメリットがありますが、例えば 1 年間に 1 回しか債券を発行しな

い発行体にとって、プログラム情報の提出は必ずしもメリットがありません。そうし

た発行体は、特定証券情報だけを提出することで債券を発行・上場することが通常で

あると思われます。 
 
Ｑ14 プログラム情報の利用についての適格性要件はありますか。 
Ａ14 プログラム情報について、規程第 5 条で読み替える第 9 条各号に定める上場適格性

要件を満たしていただく必要があります。原則として、プログラム情報について格付

けを取得していることと、主幹事証券会社の候補会社としてプログラム情報に掲載し

た者が主幹事証券会社リストに掲載されていることが求められます。 
 
Ｑ15 プログラム情報に基づいて発行する債券は、必ず上場する必要がありますか。 
Ａ15 プログラム情報に基づいて発行する債券を上場させる必要は、必ずしもありません。

発行体の選択にゆだねられます。上場しないで債券を発行する場合には、他の制度に

したがって発行することになります。適格機関投資家私募や少人数私募の仕組みを用

いることになるものと思われます。 
 
Ｑ16 プログラム情報の公表方法を教えてください。 
Ａ16 株式会社TOKYO AIM取引所のウェブサイトと発行者の情報を掲載するウェブサイ

トに継続して掲載する方法により、公表していただきます。 
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Ｑ17 特定証券情報とは何ですか。 
Ａ17 特定証券情報とは、TOKYO PRO-BOND Market の仕組みを使って債券を発行・上

場する場合に提出、公表する必要のある書類であり、有価証券の募集の場合の有価証

券届出書に相当するものです。特定証券情報の内容、書式は株式会社 TOKYO AIM 取

引所が定めます。1 年間継続して有価証券報告書を提出している発行体においては、特

定証券情報に財務書類を含む企業情報を記載する必要がなく、また海外の発行体にお

いては母国当局や取引所への提出書類をそのまま流用できるなど、TOKYO 
PRO-BOND Market 用の追加書類作成コストが極力小さくなるような工夫を行ってい

ます。 
 
Ｑ18 特定証券情報には、第 5 号様式以外の様式の利用は可能ですか。 
Ａ18 有価証券上場規程施行規則第 4 条第 2 項に基づき、当取引所が適当と認める場合に

は可能です。たとえば、ユーロ市場で実際に利用されている開示様式を利用していた

だくことができます。 
 
Ｑ19 債券について保証を受けている場合、保証会社に関する情報の開示は求められます

か。 
Ａ19 特定証券情報の第5号様式では、発行者の保証会社の情報の記載欄を設けています。 
 
Ｑ20 特定証券情報に関する特例について教えてください。 
Ａ20 1 年間継続して有価証券報告書を開示している発行体は、特定証券情報に、有価証券

報告書を提出している旨を記載することが求められ、第 5 号様式第二部の【企業情報】

の記載を省略することができます。また、発行者情報（TOKYO PRO-BOND Market
の場合の継続開示）の提出・公表も不要です。また、金融商品取引法第 3 条各号に規

定する有価証券（地方債等）の募集を行う場合については、特定証券情報にかえて発

行要項を提出することが求められます。 
 
Ｑ21 プログラム情報を公表している場合の、特定証券情報の記載方法について教えてく

ださい。 
Ａ21 プログラム情報の提出後、その枠の中で債券を発行して上場する際には、特定証券

情報を提出する必要があります。特定証券情報では、プログラム情報の内容を参照す

ることができますので、その内容は発行登録追補書類と同様に簡易なものとなります。

なお、発行登録追補書類では、継続開示している情報（有価証券報告書や四半期報告

書）を参照（添付しているのと同様の法律効果を持つ）する必要がありますが、特定

証券情報ではその必要はなく、単に有価証券報告書を提出している旨を記載すれば足
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ります。 
 
Ｑ22 許容される会計基準について教えてください。 
Ａ22 日本会計基準、米国会計基準又は国際会計基準の 3 基準と、これら 3 基準のいずれ

かと同等であることを、当取引所が認めた基準が許容されます。当取引所が認めた基

準による場合は、当該 3 基準のいずれかとの差異を監査法人の監査を受けた上で開示

（いわゆる調整開示）しなければなりません。 
 
Ｑ23 特定証券情報の公表方法を教えてください。 
Ａ23 株式会社TOKYO AIM取引所のウェブサイトと発行者等の情報を掲載するウェブサ

イトに継続して掲載する方法により、公表していただきます。 
 
                         
上場適格性（規程第 9 条～第 12 条関係） 
 
Ｑ24 株式会社 TOKYO AIM 取引所は、上場審査を行いますか。 
Ａ24 株式会社 TOKYO AIM 取引所は、債券が、規程第 9 条の上場適格性の要件を満たし

ていることを確認します。株式の上場とは異なり、形式的な要件の確認のみであるた

め、審査にはほとんど時間を要しません。 
 
Ｑ25 本規程でいう格付業者の範囲について教えてください。 
Ａ25 規則上は、「法第 2 条第 36 項に規定する信用格付業者及び外国法に準拠して設立さ

れた格付会社であって信用格付業者に対する規制・監督の枠組みと同等と認められる

規制・監督の枠組みに服するものをいう」と定めています。国内・海外の格付会社が

これにあたります。現在のところ、これに該当すると考えられるのは、スタンダード

アンドプアーズ（日本法人に限らない。）、ムーディーズ（日本法人に限らない。）、フ

ィッチ（日本法人に限らない。）、格付投資情報センター、日本格付研究所です。なお、

これ以外の格付業者についても、該当する可能性がありますので、個別にご相談くだ

さい。 
 
Ｑ26 格付けの取下げは、上場廃止基準に抵触しますか。 
Ａ26 格付けの取下げは、上場廃止基準に抵触しません。 
 
Ｑ27 格付けのレベルは問わないという理解で正しいでしょうか。たとえば、BBB 格以上

であることは必要ないという理解で良いですか。 
Ａ27 ご理解のとおり、格付けのレベルは問いません。 
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Ｑ28 格付け要件の例外について教えてください。 
Ａ28 上場しようとする債券が地方債、外国地方債又は外国国債である場合と、国、国内

外の地方公共団体若しくは当取引所が適当と認める金融機関による保証を受けている

場合については、債券が格付けを取得する必要はありません。 
 
Ｑ29 主幹事証券会社リストとはなんですか。主幹事証券会社と J-Nomad とは同じもので

すか。 
Ａ29 主幹事証券会社リストとは、株式会社 TOKYO AIM 取引所が作成するリストで、

TOKYO PRO-BOND Market への債券の上場及びプログラム情報の開示にあたって主

幹事証券たりうる証券会社のリストです。当該制度は、TOKYO AIM（株式市場）の

J-Nomad 制度とは異なります。TOKYO PRO-BOND Market は J-Nomad 制度を採用

していません。 
 
Ｑ30 主幹事証券会社リストは発行体ごとに作るものですか、それとも全銘柄についてひ

とつのリストを作るものですか。 
Ａ30 主幹事証券会社リストは、発行体ごとではなく、全銘柄共通のリストとして株式会

社 TOKYO AIM 取引所が作成・公表するものです。 
 
Ｑ31 主幹事証券会社リストへの登録と除外の要件は何ですか。 
Ａ31 主幹事証券会社リストへの登録は、当該リストへの登録を希望する会社からの申請

を受け、これまでの内外の債券発行に係る主幹事実績等を勘案して株式会社 TOKYO 
AIM 取引所が登録の可否を決定します。また、株式会社 TOKYO AIM 取引所がリスト

への掲載の継続が不適当と認める場合（例えば当該証券会社が債券の引受業務から撤

退してしまったような場合）には、登録の取消しを行います。 
 
Ｑ32 主幹事証券会社リストへの登録には登録手数料はかかりますか。 
Ａ32 主幹事証券会社リストへの登録には手数料はかかりません。 
 
Ｑ33 主幹事証券会社要件の例外について教えてください。 
Ａ33 株式会社TOKYO AIM取引所が適当と認める金融機関が当該債券の総額を購入して

いるとき、証券会社による債券の引受は行われませんが、当該金融機関の審査による

当該債券の質の確認が行われると考えられるため、このような場合については主幹事

証券要件の例外とします。 
 
Ｑ34 プログラム情報に基づいて発行する場合の上場までの標準的な日程を教えてくださ



8 
 

い。 
Ａ34 標準的な日程では、上場申請の翌日には上場承認されます。上場日は払込日の翌日

であり、振替債の上場申請を行う場合は支払代理人の手続きのために払込日の 4 日前

までに条件決定が必要ですので、条件決定と同時に上場申請していただくことにより、

円滑な上場が可能となります。なお、発行体コードをもたない発行体については事前

にその取得が必要です。また、証券保管振替機構を初めて利用する場合には、同社へ

の制度参加申請が事前に必要です。両手続きとも、1～2 週間かかりますが、プログラ

ム上場時にこれらの手続きを済ませておくことをおすすめします。 
 

（標準的なスケジュール） 
D-4：条件決定、上場申請 
D-3：上場承認 
D：払込み 
D+1：上場 

 
Ｑ35 プログラム情報に基づかないで発行する場合の上場までの標準的な日程を教えてく

ださい。 
Ａ35 プログラム情報に基づく場合と、基づかない場合では、上場承認にかかる時間に違

いが生まれる可能性があります。プログラム情報に基づく場合は、当該プログラム情

報が格付けを取得しており、かつプログラム情報に引受証券会社の候補が記載されて

いるため、実際の発行のときには上場適格性の確認が瞬時に可能です。他方、プログ

ラム情報に基づかない場合では、上場申請を受けた時にこれを確認する必要がありま

す。しかしながら、確認するのは格付けの有無、引受証券会社という形式的な項目に

ついてですので、株式会社 TOKYO AIM 取引所に係る日程としては、プログラム上場

の場合とさほど変わらないと考えていただいて差し支えありません。なお、発行体コ

ードの取得と、証券保管振替機構への制度参加申請については、前問と同様です。 
 
                         
発行者の情報開示義務、その他の義務（規程第 13 条～第 20 条関係） 
 
Ｑ36 適時開示事項について教えてください。 
Ａ36 適時開示事項は、規程第 14 条に基づく事業に関する開示事項と規程第 15 条に基づ

く債券全般に関する開示事項の 2 種類があります。規程第 14 条に基づく開示事項とそ

の軽微基準は有価証券上場規程の別表 1 に定められているとおりです。具体的には、

解散、破産、不渡りなどの事項です。規程第 15 条に基づく開示事項は、上場債券の償

還、格付けの変更などです。 
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Ｑ37 適時開示の方法について教えてください。 
Ａ37 株式会社TOKYO AIM取引所のウェブサイトと発行者等の情報を掲載するウェブサ

イトに掲載する方法により、公表していただきます。 
 
Ｑ38 規程第 14 条に基づく適時開示義務が免除される場合について教えてください。 
Ａ38 国内若しくは海外の金融商品取引所に上場している株券等の発行者若しくは当該発

行者の完全子会社と、事業活動の開示を必要としない債券（地方債、特定社債、特定

目的信託の受益証券、外国の発行する国債）については、規程第 14 条の開示義務は免

除されます（ただし株式会社 TOKYO AIM 取引所のウェブサイトから簡単に株券等の

上場に伴う開示情報にアクセスができるようにしていただく必要があります）。規程第

15 条の開示義務は免除されません。 
 
Ｑ39 発行者情報には、第 7 号様式以外の様式の利用は可能ですか。 
Ａ39 有価証券上場規程施行規則第 10 条第 1 項に基づき、当取引所が適当と認める場合に

は可能です。たとえば、ユーロ市場で実際に利用されている開示様式を利用していた

だくことができます。 
 
Ｑ40 発行者情報の開示が必要ない場合について教えてください。 
Ａ40 有価証券報告書の提出義務のある発行者については、発行者情報の開示は必要あり

ません（ただし株式会社 TOKYO AIM 取引所のウェブサイトから簡単に有価証券報告

書などの開示情報にアクセスができるようにしていただく必要があります）。また、当

該上場債券が金融商品取引法第 3 条各号に規定する有価証券（地方債等）であって当

該上場債券に係る募集を行う場合も、発行者情報の開示は必要ありません。 
 
Ｑ41 許容される会計基準について教えてください。 
Ａ41 Ｑ22 と同様、日本会計基準、米国会計基準又は国際会計基準の 3 基準と、これら 3

基準のいずれかと同等であることを、当取引所が認めた基準が許容されます。当取引

所が認めた基準による場合は、当該 3 基準のいずれかとの差異を監査法人の監査を受

けた上で開示（いわゆる調整開示）しなければなりません。 
 
Ｑ42 上場債券の発行者のウェブサイトの整備についてはどのようなことが期待されます

か。 
Ａ42 債券の発行者の開示情報は、株式会社 TOKYO AIM 取引所のウェブサイトと発行者

のウェブサイトに開示されることが求められます。発行者のウェブサイトを利用する

投資家の目から見て、開示資料の掲載場所や内容が分かりやすいことが必要ですし、



10 
 

株式会社 TOKYO AIM 取引所のウェブサイトから各サイトへのリンクを貼ることも求

められます。 
 
Ｑ43 上場手数料はどのような場合に発生しますか。具体的な金額はいくらですか。 
Ａ43 上場手数料は、プログラム情報の公表時と、債券の発行・上場時に発生します。上

場維持の手数料は発生いたしません。なお、具体的な料率は今後決定いたします。 
 
                         
市場秩序の維持、上場廃止（規程第 21 条～第 25 条関係） 
 
Ｑ44 債券の上場廃止は、どのような場合になされますか。 
Ａ44 規程第 24 条第 1 項に基づき、(1)最終償還期限が到来する場合、(2)債券の全額につ

いて最終償還期限を繰り上げて償還する場合、(3)吸収分割又は新設分割により上場銘

柄に係る債務が他の会社に承継される場合、(4)上場債券の発行者が特定証券情報、発

行者情報又は有価証券報告書について重大な虚偽記載を行った場合、(5)上場債券が期

限の利益を喪失した場合、(6)前各号のほか、公益又は投資者保護のため、株式会社

TOKYO AIM 取引所が上場廃止を適当と認めた場合、の各場合に上場廃止されます。

また、上場債券の発行者が規則に違反した場合の措置として上場廃止措置がとられる

場合があります（規程第 21 条第 2 項）。 
 
Ｑ45 上記以外の理由による申請による上場廃止は可能ですか。 
Ａ45 申請による上場廃止は受け付けない方針です。 
 
                         
売買制度（業務規程等） 
 
Ｑ46 上場債券の売買は取引所外で行ってもよいのですか。 
Ａ46 従来の債券と同様、取引所外において売買を行っていただいて結構です。 
 
Ｑ47 債券の売買単位について教えてください。 
Ａ47 円建ての債券については額面 1 億円を売買単位とします。また、外貨建ての債券に

ついては、各債券の発行されている券種の額面金額とします。 
 
Ｑ48 投資家の範囲について教えてください。 
Ａ48 TOKYO PRO-BOND Market に売買注文を出せる者の範囲は、①特定投資家及び②

非居住者です。特定投資家とは、生損保等の適格機関投資家、上場会社、資本金 5 億
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円以上の株式会社がこれにあたり、これ以外でも、上記以外の法人や、純資産額及び

金融資産額 3 億円以上かつ 1 年以上の取引経験のある個人については、証券会社への

申出、承諾により特定投資家とみなされることとなります。 

 
Ｑ49 非居住者については、平成 22 年度税制改正で導入された非居住者債券所得非課税制

度の対象になりますか。 
Ａ49 なります。 
 
Ｑ50 取引所取引は、課税玉と非課税玉のどちらを前提としていますか。 
Ａ50 債券利子に係る税制上、債券の利子に関して課税対象となる債券（課税玉）と課税

対象とならない債券（非課税玉）がありますが、取引所における売買は課税玉を前提

としています。これは取引所が非課税玉を前提としようとしても、取引所での取引に

おいては受け渡しの対象となる債券の過去の保有者の履歴を特定することができない

ため、取引所外での売買を通じて課税対象となる者（個人及び資本金 1 億円未満の法

人）が保有した履歴を持つ課税玉が受渡債券に入る可能性があるからです。課税玉の

混入が排除できない以上、課税玉を前提とした売買とせざるを得ません。したがって、

経過利子から税額相当分を差し引いた金額を売買代金に加算した金額を受け渡すこと

になります。 
 
Ｑ51 外貨建債券の通貨については、制約はありますか。 
Ａ51 特に制約はありません。 

 
                         
清算・決済制度（清算・決済規程等） 
 
Ｑ52 取引所における債券の売買の清算・決済はどのように行いますか。 
Ａ52 国内発行の債券について取引所で売買を行った場合には、日本証券クリアリング機

構（以下、「JSCC」という。）を通じて清算・決済を行うこととなります。海外で発行

する債券については、取引所で売買を行った場合でも JSCC を通じた清算・決済を行

うことができませんので、売り方、買い方となる証券会社に相対で清算・決済を行っ

ていただくことになります。この場合、売買が成立した時点で、当取引所から清算等

を行う相手方となる証券会社をお知らせします。 
 
Ｑ53 取引所外における債券の清算・決済はどのように行いますか。 
Ａ53 取引所外で売買を行った場合には、国内発行・海外発行を問わず、各証券会社にお

いて定める方式により清算等を行うことになります。 
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法令、その他 
 
Ｑ54 上場債券の勧誘を行うに当たって、金融商品取引法に基づき締結が求められる譲渡

制限契約について教えてください。 
Ａ54 TOKYO PRO-BOND Marketに上場しようとする債券について特定投資家向け取得

勧誘を行う場合には、発行体と投資家との間及び証券会社と投資家との間でそれぞれ

譲渡制限契約を締結することが求められます。 
また、TOKYO PRO-BOND Market に上場した債券について市場外で OTC 取引を行

う場合には、特定投資家向け売付け勧誘等に該当し、勧誘を行う者と投資家との間で

譲渡制限契約の締結が必要となります。 
 
参考条文： 
特定投資家向け取得勧誘について、金融商品取引法 2 条 3 項 2 号ロ(2)、令 1 条の 5 の

2 第 2 項 3 号、定義府令 12 条 1 号ロ、11 条の 2 第 1 項 
特定投資家向け売付け勧誘等について、金融商品取引法 2 条 4 項 2 号ロ(2)、令 1 条の

8 の 2 第 3 号、定義府令 13 条の 6 第 1 号ロ、13 条の 5 第 1 項 
 
 
Ｑ55 上場債券に関する告知義務について教えてください。 
Ａ55 TOKYO PRO-BOND Marketに上場しようとする債券について特定投資家向け取得

勧誘を行う場合には、勧誘を行う者から勧誘を受ける者に対して告知が必要となりま

す。当該告知については、書面の交付は必ずしも要求されていません。 
また、TOKYO PRO-BOND Market に上場した債券について市場外で OTC 取引を行

う場合にも、勧誘を行う者から勧誘を受ける者に対して告知が必要となります。 
 
参考条文： 
金融商品取引法 23 条の 13 第 3 項 1 号、開示府令 14 条の 14 の 2 第 3 号 

 
 
Ｑ56 証券会社による引受審査・デューディリジェンスの内容、程度について教えてくだ

さい。TOKYO PRO-BOND Market の規則上の制約・義務はありますか。 
Ａ56 引受証券会社による引受審査・デューディリジェンスの内容、程度について、TOKYO 

PRO-BOND Market の規則で具体的な義務を定めることは考えていません。ユーロ市

場等のプラクティスを参考に引受審査・デューディリジェンスのレベルを各証券会社
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において個々のケースに応じて判断していただくことになります。 
なお、これに関連する TOKYO PRO-BOND Market の特徴としては以下が挙げられ

ます。 
1. 法律上、発行企業が日本の取引所に上場しているなど継続開示会社である場合に

は、発行時に公表する特定証券情報（有価証券届出書もしくは発行登録追補書類

に相当するもの）において、継続開示書類（有価証券報告書及び四半期報告書等）

を参照しないため（有価証券報告書等を開示をしている旨を記載すれば足りる）、

金融商品取引法第 17 条及び 21 条（特定証券情報にも準用されている）で立証責

任が転換されている証券会社の民事責任の対象に継続開示書類が含まれない（す

なわち当該発行企業の継続開示書類は上記加重責任の対象にならない）ことから、

同 17 条及び 21 条に係る引受証券会社の法的リスクは大きく軽減される。 
2. 証券業協会が定める引受審査に係る規則は適用がない。 
3. TOKYO PRO-BOND Market は「プロ向け市場」ということで、個人投資家（特

定投資家の範囲に入る個人を除く）を対象にしていないことから、証券会社にお

いては、個人投資家を保護するために引受審査・デューディリジェンスをすると

いう観点は必要なくなる。証券会社は、募集又は売出しにおける残額の引受リス

ク（自ら当該債券を保有することとなった場合の投資リスク）、プロフェッショナ

ルとしてのレピュテーションリスク（例えば、販売後ほどなく発行体のこれまで

の開示内容が大きく変更される、あるいは発行体が重要な情報を開示する等によ

り債券の価格が大きく変動するリスク）等の観点から引受審査・デューディリジ

ェンスを行うことになると考えられる。 
また、当取引所としては、早稲田大学法学学術院 GCOE アジア資本市場法制研究グ

ループ（Waseda Univ., Faculty of Law, Global COE Asian Capital Market 
Legislation Research Group）やアジア資本市場協議会（The Capital Markets 
Association for Asia :CMAA）などによる債券デューディリジェンスの標準的実務プラ

ックティス等の策定に向けた活動を注視しており、当取引所としてもこうした活動に

積極的に参画しています。 
 

参考条文： 
民事責任について、金融商品取引法 27 条の 33、21 条 1 項 4 号 
継続開示会社が公表する特定証券情報の記載事項について、金融商品取引法 27 条の 31、
証券情報等内閣府令 2 条 2 項 1 号 
同じく発行者情報の公表を要しない場合について、金融商品取引法 27 条の 32 第 1項、

証券情報等内閣府令 8 条 1 項 1 号 
元引受業者の義務について、金融商品取引法 40 条 2 号、金商業府令 123 条 1 項 4 号 
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Ｑ57 売買参考統計値の対象にはなりますか。 

Ａ57 TOKYO PRO-BOND Market の制度を利用して発行する債券については、現時点で

は売買参考統計値制度の対象となっていませんが、今後引き続き関係者と協議してい

きます。 
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